
 

 

＜公有地の拡大の推進に関する法律＞ 
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公拡法の先買い制度について 
 

○ 公有地の拡大の推進に関する法律（公拡法）は、都道府県や市町村などの地方公共団体等が、
地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的に、必要な土地を先買いする制度などを定めて

います。 

○ この制度には、①売買など土地を有償で取引きする場合に事前に行う届出制度と、②地方公共
団体等への買取りを申出する申出制度の２つがあります。 

○ この届出や申出があった場合、市長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を届出者や申出
者に通知しますが、県などの買取り希望があった場合は、当事者間での買取り協議を行うこと

になります。 

 

届出が必要な場合 

 

右表の土地は売買等の

取引を行う場合、契約前

に事前に市長へ届出をす

る必要があります。 

土 地 の 所 在 対 象 面 積 

・都市計画施設等の区域内 

（都市計画道路の区域内など） 
２００㎡以上 

・市街化区域内 ５，０００㎡以上 

 

 ◇都市計画施設等の区域内の事例（全て届出が必要） 

＜事例１＞      ＜事例２＞      ＜事例３＞      ＜事例４＞ 

                       (1筆で 200㎡以上）  (数筆で 200㎡以上） 

 

 

(1筆で 200㎡以上）  (数筆で 200㎡以上） 

 

申出ができる場合 

 

右表の土地を公共的な事業や、 

その代替地として、買取りの申出 

を市長に行うことができます。 

土 地 の 所 在 対 象 面 積 

加古川市全域 ２００㎡以上 

※ただし、市街化調整区域内の農地は、原則として申出の対象とはなりません。 

 

提 出 書 類 
 

  届出の場合  ・・・ 土地有償譲渡届出書  ２部（正１部・副１部） 

  申出の場合  ・・・ 土地買取希望申出書  ２部（正１部・副１部） 

 

《添付書類》 

  ・位置図   （ 1/25,000程度 ） 

  ・付近見取図  （ 1/2,500程度 ） 

  ・公図（国調図等）（ 1/500程度 ） 

  ※登記事項証明書（写）の提出を求める場合があります。 

   ＜都市計画道路等に抵触している場合は、その旨がわかる図面＞ 

   ＜所有者に住所・氏名等変更がある場合は、その旨がわかる証明書（写）＞ 



届出・申出の記載例 

 

＜届出の場合＞                    ＜申出の場合＞ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出・申出のフロー 

 

 

土地所有者 

 

 

市    長  

 

 

買取りを希望する地方            買取りを希望する地方 
公共団体等があるとき            公共団体等がないとき 

 
 

協議主体となる地方公 
共団体等を決定 

 

 

 

土地所有者       協議主体の地方公共団体等          土地所有者 

 

協  議 

 

 

第三者へ譲渡       地方公共団体等と売買契約締結       第三者へ譲渡 

 

 
共有の場合は、代表者の氏名に

外○名と記載し、別紙に共有者
全員の住所・氏名・持分を記入

すること 
 
法人の場合は、名称及び代表者
氏名を記載すること 
 
現況を記載すること 
 
２筆以上の場合は、「別紙のと
おり」と記載し、別紙に内容を

記入すること 
 
実測地積が知れているときは、
カッコ書きで記載すること 
 
該当がない場合は、「該当な

し」と記載すること 
 
抵当権がある場合や参考事項

があれば、記載すること 

不成立のとき                成立のとき 

その旨を通知 

（受理日から３週間以内） 

その旨を通知 

（受理日から３週間以内） 



届出・申出後の譲渡制限 
 

・ 届出や申出をすれば一定期間その土地を譲渡することはできません。 

・ 譲渡制限期間は、市の受理日から最長６週間以内で、下図の３通りになります。 
 

① 市長から、買取り協議の通知があった場合。 

     市受理日              通知       協議 

 

             ３週間以内            ３週間以内 

② 市長から、買取り希望団体なしの通知があった場合。 

     市受理日        通知    ３週間 

 

 

③ 市長から、いずれの通知もなかった場合。 

     市受理日              ３週間 

                                  譲渡制限期間 

 

税法上の特典と罰則 
 

◆ 税法上の特典 

   公拡法の適用を受けて、土地を地方公共団体等に譲渡した場合、租税特別措置法の規定によ

り、１，５００万円の特別控除が受けられます。 

◆ 罰 則 

   届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市長から通知 

を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。 

 

国土利用計画法との関連 
 
・ 公拡法と国土法との届出関係については、次の表の通りです。 

   ○ ・・・ 届出必要      × ・・・ 届出不要 

 
都市計画施 

設 に 抵 触 

(200㎡以上) 

市 街 化 区 域 市街化調整区域 

2,000㎡未満 

 

2,000㎡以上 

5,000㎡未満 

5,000㎡以上 

 

5,000㎡未満 

 

5,000㎡以上 

 

公拡法 
（契約前・譲渡人） 

○ × × ○ × × 

国土法 
（契約後・譲受人） 

× × ○ ○ × ○ 

市街化区域 2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡以上、都市計画区域外 

10,000㎡以上の土地取引をされた場合、譲受人は、契約をした日（契約日を含む）から 2週 

間以内に、「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。 

     675-8501 加古川市加古川町北在家 2000番地 

加古川市 都市計画部 都市計画課 

電話：079-427-9269  ＦＡＸ：079-422-8192 

 

 このパンフレットは令和３年１月１日現在の内容です。 


